
令和 8年 4月 1日更新 

千葉市ＳＯＳネットワーク連絡フロー図 
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＊防災行政無線の放送時間 １２：００～１３：００もしくは１６：００～１７：００ 

（１７時前であっても日没後は、不可） 

 

＊所在不明者が発見された場合は、SOSネットワーク依頼解除通知を依頼した警察署が FAXする。       ＊所在不明者が発見された場合は、SOSネットワーク依頼解除通知を依頼した警察署が FAXする。 

 その後の流れは、発見依頼と同じ。（市コールセンターへの連絡は不要）                   その後の流れは、発見依頼と同じ。 

防災行政無線を実施した場合は、地域包括ケア推進課より危機管理課へ発見状況を連絡する。         防災行政無線を実施した場合は、最寄りの警察署は千葉市役所警備員室へ発見状況を電話連絡する。 
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危機管理課 
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